
 

 

 

 

 

（お知らせ） 

 

令和元年１２月９日 

防   衛   省 

 

 

 

㈱ブロードリンクに対する指名停止措置について 

 

 

このたび、株式会社ブロードリンク（法人番号：5010001122597）により、同

社の社員が、同社においてデータの処分と廃棄を請負ったハードディスクを不

正に転売し、神奈川県庁の行政文書の流出を招いたとの公表がありました。 

このことから、防衛省としては、現下の管理体制にある同社を防衛省の契約

の相手方とすることは不適当であると認め、本日、令和元年１２月９日（月）か

ら令和２年９月８日（火）までの９か月間、同社に対して指名停止の措置をとる

こととし、契約を行わないことと致しましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

  

 


